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１．地区、事業及び施行者の名称 

 

 １）地区 の名称：富山市中央通りＤ北地区 

 

 ２）事業 の名称：富山高岡広域都市計画事業 

          富山市中央通りＤ北地区第一種市街地再開発事業 

 

 ３）施行者の名称：中央通りＤ北地区市街地再開発組合 

 

２．施行地区の概況及び事業の目的 
 

 １）施行地区の概況 

 当地区は、市内電車中町停車場（ＪＲ富山駅まで６駅目、所要時間約 12 分）前に位置し、

総曲輪通りとともに富山市中心商店街を形成する中央通りの玄関口に立地する。 

 昭和期は百貨店・量販店を核として県内最大の繁華街として栄え、歩行者通行量も最盛期

は３万人（昭和 54年日曜日 32,727 人）を超えていたが、モータリゼーションの進展や大型

商業施設の郊外出店とともに地区内店舗の撤退が相次ぎ、近年の歩行者通行量は３千人内外

と激減するなど、中心商業地としての機能を失いつつある。 

 また、地区内物件 29棟のうち 25棟（約 86%）が建築面積 200 ㎡未満の狭小建物であるほ

か、19 棟（約 65%）が昭和 56 年以前に建設された旧耐震物件で老朽化が進んでいることから、

都市機能的にも防災的にも改善が必要とされる地区である。 

 

 ２）事業の目的 

 本事業は、富山市都市マスタープラン（平成 31 年 3月策定）において、「再開発や中心商

店街の整備等を進めながら、中核的な商業施設を誘導するとともに、集客力のある教育文化

機能や業務、医療、福祉などの多様な機能を誘導し、まちなかの賑わいや魅力の向上を図

る」広域商業地区の一角に位置し、第３期富山市中心市街地活性化基本計画（平成 29 年 3月

認定）において「公共交通の強化と新たな都市空間の創出」「伝統と革新が融合した商業・賑

わいの再生」「誰もが生き生きと暮らし活躍している選ばれるまち」の実現に必要な事業と位

置づけられている。 

 また、都市再構築戦略事業により整備された総曲輪三丁目地区と県道を介して相対し、令

和２年３月に策定された第三次都市再生整備計画においても、目標を達成するために必要な

事業（都市構造再編集中支援事業）として位置付けられている。 

 以上の上位計画のもと、権利者施設にあわせて、約 220戸の都心型住宅や付加施設として

市民・県民が公共交通機関を利用して来館できるアイススケート場など立地に相応しい複合

施設を整備することにより、賑わいの創出やまちなか居住の促進に寄与するとともに、土地

の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、もって公共の福祉に寄与することを

目的とする。 



３．施行地区 

 

 １）施行地区の位置 

  当地区は、中央通り商店街の玄関口に位置し、総曲輪通りとともに富山市商店街エリア

に位置している。 

  施行地区は、西側が路面電車中町停車場の存する県道（幹線街路 3.3.207堀川線）、南

側がアーケードの架かる昼間車両通行規制の市道（区画街路第 3417号線、通称「中央

通り」）、東側が南から北への一方通行道路である市道（区画街路第 3402号線）、北側が

西から東への一方通行道路である市道（区画街路第 3414号線）と四方とも道路に囲まれ

ているほか、地区中央部に廃道される市道（区画街路第 3401号線）が存している。 

 

 ２）施行地区の位置図 

添付書類「施行地区位置図」のとおり 

 

 ３）施行地区の区域 

  （１）都市再開発法第 14条に属する地域 

     富山市中央通り一丁目 １番１から８、１番１０から１３、１番１５ 

     富山市中央通り一丁目 ２番１から１３、２番１５から１９ 

     富山市常盤町 １０番１から５ 

  （２）その他の地域 

     幹線街路 3.3.207堀川線、 

     区画街路 第 3401号線、第 3402号線、第 3414号線、第 3417号線の各一

部 

 

 ４）施行地区の区域図 

添付書類「施行地区区域図」のとおり 

 

 ５）施行地区の面積 

約 0.8ha 

 



４．設計の概要 
 

 １）設計説明書 

（１）基本的な考え方 

 当地区は、市内を代表する商業集積地の立地を活かし、既存の商業・業務施設の再整備

のほか、新たに都市型住宅及び付加施設（アイススケート場）を導入した複合型の施設建

築物を整備することにより、地域の都市機能の更新を図るとともに、富山市が推し進める

上位計画の具現化を目指す。 

 また、宅地を一体的な施設建築敷地として立地の有効活用を図るべく、地区内中央部に

存していた区画街路を廃道し北側と東側の市道に付け替えるとともに、施設建築物の外壁

面を一部後退することにより、歩行者通路やオープンスペース、緑地帯などを設け、中心

商業地にふさわしい来街者環境を整える。 

 

（２）施設建築物の設計概要 

 （イ）設計方針 

 施設建築物は、商業・業務系施設、自走式駐車場、付加施設及び住宅施設からなる複合

施設を計画する。 

 １階は、敷地南面側に在るアーケードの架かる中央通りの特性を生かし、権利者店舗を

主体として大型店や昼夜を問わず営業可能な店舗群をバランス良く配置できる平面構成と

し、住宅エントランスは、居住エリアに近接する北東部側に配置する。 

 また、北側の市道に面して駐車場の出入り口及び荷捌きスペースを配置するとともに、

廃道する区画街路の歩行者往来機能を補完すべく南北に貫通する通り抜け通路を設け、こ

の通路に接して来街者が中央通りからも駐車場や付加施設へ容易にアクセスできるエレベ

ーター等の縦動線と来街者用駐輪場を設ける。 

 中間階（2 階～5 階）の駐車場は、中心商店街の回遊性を高めるべく、地区内施設利用

者のみならず中心商店街等と連携した来街者がアクセスし易い自走式駐車場とし、県道沿

いの西側は、路面電車の中町電停を介して総曲輪エリアと一対の玄関口となることから、

都市景観に配慮した外装デザインを加味した業務系施設を配置する。 

 ６階・７階は、駐車場の屋上の有効活用と中心市街地の活性化及び街の賑わいの創出を

図るべく、付加施設として通年利用可能な国際規格のアイススケート場を計画する。 

 住宅施設は、総曲輪三丁目地区の住宅施設との干渉性を考慮して敷地の東側に配置する

とともに、航空機の運航に影響のない⾼さが海抜 102m（県道側 GL 面より約 90m）である

ことから、4階から 24階の 21層に権利者住宅を含め約 220 戸の住戸を整備する。 

 また、施設建築物は、多種多様な用途の複合建築物であり、かつ構造設計に係る大臣認

定を要する建物であることから、防災計画に配慮するとともに、ランニングコストの軽減

を図るべく省エネルギー化を考慮した施設環境を整えるものとする。 



（ロ）建蔽率及び容積率等 

建築敷地 
面積 建築面積 延べ床面積 容積対象面積 建蔽率 容積率 

約 6,370㎡ 約 5,600㎡ 約 44,400㎡ 約 30,000㎡ 約 88％ 約 471％ 

 

（ハ）構造および階数 

     Ａ）高層棟：鉄筋コンクリート造、地下なし、地上２４階建、高さ約８１ｍ 

     Ｂ）低層棟：鉄   骨   造、地下なし、地上 ７階建、高さ約２７ｍ 

 

（ニ）各階床面積等 

階 
主 要 用 途 

床面積  備 考 
低層棟 高層棟 

塔屋階  ホバリングスペース 約   20㎡  

２４階  住  宅 約 1,140㎡  

２３階  住  宅 約 1,140㎡  

２２階  住  宅 約 1,140㎡  

２１階  住  宅 約 1,140㎡  

２０階  住  宅 約 1,140㎡  

１９階  住  宅 約 1,140㎡  

１８階  住  宅 約 1,140㎡  

１７階  住  宅 約 1,140㎡  

１６階  住  宅 約 1,140㎡  

１５階  住  宅 約 1,140㎡  

１４階  住  宅 約 1,140㎡  

１３階  住  宅 約 1,140㎡  

１２階  住  宅 約 1,140㎡  

１１階  住  宅 約 1,140㎡  

１０階  住  宅 約 1,140㎡  

 ９階  住  宅 約 1,140㎡  

 ８階  住  宅 約 1,130㎡  

 ７階 アイススケート場 住  宅 約 2,140㎡  

 ６階 アイススケート場 住  宅 約 4,510㎡  

 ５階    自走式駐車場 住  宅 約 1,910㎡  

 ４階    自走式駐車場 住  宅 約 4,510㎡  

 ３階 業務、自走式駐車場 中間免震層 約 3,490㎡ 受水槽・ポンプ室 

 ２階 業務、自走式駐車場 中間免震層 約 3,370㎡  

 １階 商業、荷捌・駐輪場 住宅エントランス 約 5,080㎡  

 地階 － － －  

計  約 44,400㎡  

 



（３）施設建築敷地の設計概要 

 （イ）設計方針 

 北側と東側の市道は、車道のみの拡幅整備が予定されていることから、１階の外壁

を 3m から 5m 後退し歩道に代わる歩行者通路を整えるとともに、適宜緑地帯を設ける。 

 また、県道沿いの一角に、電停からの横断歩道の信号待ちや催事用として利用可能

なオープンスペースを設ける。 

 （ロ）有効空地 

Ａ）地区面積 Ｂ）建物等面積 Ｃ）有効空地面積 有効空地率（Ｃ÷Ａ） 

約 8,360㎡ 約 5,600㎡ 約 2,760㎡ 約 33％ 

 

(４)公共施設の設計の概要 

 (イ)設計方針 

 地区内に存する第 3401 号線は廃道され、等積にて北側と東側の市道（第 3414 号線

及び第 3402 号線）に付け替えるとともに、埋設されていた下水道は東側の市道に敷

設替えする。 

 (ロ)公共施設調書 

道 

路 

種 別 名 称 幅 員 延 長 備  考 

幹線街路 
3･3･207堀川

線 
25ｍ 約 068ｍ 整 備 済 

区画街路 第 3417 号線 8ｍ 約 110ｍ 
中央通り 

（アーケード添架） 

区画街路 第 3401 号線 従前 4ｍ 約 060ｍ 廃道予定 

区画街路 第 3402 号線 
従前 5ｍ 
従後 7ｍ 約 071ｍ  第 3401号線を付け替

え、拡幅整備 区画街路 第 3414 号線 
従前 6ｍ 
従後 7ｍ 約 103ｍ 

 

下 水 道 下水管φ２５０mm(富山市公共下水道浜黒崎処理区 整備済) 

 

 ２）設計図 

（１）施設建築物の設計図：添付書類「施設建築物設計図」のとおり。 

（２）施設建築敷地の設計図：添付書類「施設建築敷地設計図」のとおり。 

（３）公 共 施 設 の 設 計 図：添付書類「公共施設設計図」のとおり。 

 

５．事業施行期間 

 

 １）事業施行期間(予定) 自 都市再開発法第 19 条第１項の公告の日 

             至 令和 10年 03月 

 

 ２）建築工事期間(予定) 着 令和 6年 10月 

             竣 令和 9年 09月 



６．資金計画 

１）事業収支計画  （単位 千円） 

収 入 金 支 出 金 

費   目 金 額 費   目 金額 

市街地再開発事業補助金 8,002,000 施 設 建 築 物 工 事 費 19,800,000 

防災省エネ緊急促進事業費補助金（政策課題タイプ） 594,440 附 帯 工 事 費 594,000 

防災省エネ緊急促進事業費補助金（地域活性化タイプ） 1,351,020 土地整備 費、補 償費 3,672,000 

保 留 床 処 分 金 14,847,000 調 査 設 計 計 画 費 1,067,000 

そ の 他 雑 収 入 685,540 事務費及び借入金利子 347,000 

合   計 25,480,000 合   計 25,480,000 



 

７．添付書類リスト 

 

 １）施行地区位置図（縮尺 1:25,000） 

 

 ２）施行地区区域図（縮尺 1:1,000） 

 

 ３）設計図 

図面番号 図 面 名 称 縮 尺 

３－１－① 施設 建築物  １階平面図 1:500 

３－１－② 施設 建築物  ２階平面図 1:500 

３－１－③ 施設 建築物  ３階平面図 1:500 

３－１－④ 施設 建築物  ４階平面図 1:500 

３－１－⑤ 施設 建築物  ５階平面図 1:500 

３－１－⑥ 施設 建築物  ６階平面図 1:500 

３－１－⑦ 施設 建築物  ７階平面図 1:500 

３－１－⑧ 施設 建築物  ８階平面図 1:500 

３－１－⑨ 施設 建築物 基準階平面図 1:500 

３－１－⑩ 施設 建築物 塔屋階平面図 1:500 

３－１－⑪ 施設 建築物 地下階平面図 1:500 

３－１－⑫ 施設 建築物 断面図１（東西方向） 1:500 

３－１－⑬ 施設 建築物 断面図２（南北方向） 1:500 

３－２ 施設建築敷地 平面図 1:500 

３－３－① 公共施設 現況図 1:500 

３－３－② 公共施設 平面図 1:500 

３－３－③ 公共施設 断面図 1:200 

 

 

 








































